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野党の組織改革と政権交代

イギ リス労働党 の党 内資料 の分析(1994-1997年)'

今 井 貴 子

1-1.問 題 の 所 在 野 党 研 究 の 意 義 と は

1826年 にJ.c.ホ ブハ ウ ス が 初 め て 「国 王 閣 下 の反 対 党 」 とい う表 現 を 用

いて 以 来 、 イ ギ リス の ウ エ ス ト ミ ンス タ ー議 会 に お け る野 党 第 一 党 は、 慣

例 と して 政 体 の な か に 組 み 込 ま れ て き た。1937年 に は、 反 対 党 の党 首 に国

庫 か ら歳 費 が 支 払 わ れ る よ うに な り、 そ の地 位 は財 政 面 で も公 的 に保 証 さ

れ る よ うに な っ た(Barker1971)。 こ の い わ ゆ る 「大 文 字 を 冠 した 野 党

theOpposition」 は、 憲 法 習 律 と小 選 挙 区 制 に よ って 支 え られ 、 国 家 構 造

の 一 部 と して そ の機 能 を 果 た す こ とが 期 待 さ れ た 。 デ ン ヴ ァ ー(David

Denver)に よ れ ば 、 イ ギ リス の 野 党 第 一 党 の機 能 お よ び任 務 と は 、 政 府

の 行 動 と政 策 を 批 判 し これ に対 抗 す る こ と、 及 び、 「政 府 に と って か わ り

うる 、 信 頼 で き る代 替 勢 力 」 た る こ とで あ る(デ ンヴ ァ ー1998:83-84)。

それ で は 、 政 府 の代 替 勢 力 と して の 野 党 第 一 党 は、 イ ギ リスの 政 治 シス テ

ム の な か で 、 何 故 か よ う な ま で に 手 厚 く擁 護 され 、 そ の 役 割 を果 た す こ と

が 重 視 さ れ て き た の で あ ろ うか。 そ れ は権 力 の コ ン トロー ル ・メ カ ニ ズ ム

1本 稿 は、2010年 度 日本政治学会研究大会分科 会C2「 野党改革 の比較 政治」 の

報告論文 を修正 ・加 筆 した ものであ る。 分科会 に参加 された先生方、 会場か

ら貴重 な質 問 を寄 せて いただいた先生方 に厚 く御礼 を申 し上 げ る。 なお、 本

稿 に誤 りがあ る場 合は全 て筆 者の責任 であ る。 ま た、 本研究 は平 成21～22年

度文部科学省科学研 究費補助金若手研究(ス ター トア ップ)(研 究 活動 スター

ト支援)「 ワークフェアの政治学」(研 究代表者 ・今井貴子)の 研究 成果の一

部であ る。
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と密 接 に か か わ って い る。

ウ エ ス ト ミ ンス ター モ デ ル と して 知 られ た イ ギ リス の 政 治 シス テ ムの 主

た る特 徴 と して ま ず挙 げ られ るの は、 議 会 に た いす る 内 閣 の 優 越 性 で あ る。

内 閣 は、 通 常 二 大 政 党 の いず れ か の 下 院 の過 半 数 政 党 の 指 導 者 か ら構 成 さ

れ 、 内 閣 はそ の支 持 に よ って 安 定 した地 位 を 確 保 して きた 。 換 言 す れ ば 、

下 院 で過 半 数 以 上 の 支 持 を獲 得 し、 政 権 与 党 が 高 い凝 集 性 を 保 って い る限

りは 、 内 閣 は安 定 した 政 権 運 営 を 行 う こ と が で き る(レ イ プ ハ ル ト2005:

8-9)。 他 方 に お い て、 議 会 で の 野 党 の 役 割 は 「勝 者 総 取 り」 の原 則 に よ っ

て 著 し く限 定 的 で あ っ た(King1992:225)。 ま た 、 単 一 国 家 で あ る と同

時 に 中央 集 権 的 統 治 の 国 で あ った た め 、 中 央 政 府 は地 方 政 府 に た い して 常

に優 越 す る地 位 に あ った 。 さ らに 、 不 文 憲 法 を もっ ゆ え に 、 憲 法 は一 般 の

法 律 と同 様 に 議 会 の 過 半 数 で 変 更 す る こ とが で き(軟 性 憲 法)、 か っ違 憲

審 査 権 は 存 在 しな い(レ イ プ ハ ル ト2005:8-16;King1992:225-226)。

こ の よ う に圧 倒 的 な 権 力 集 中 が み られ る 内 閣 の権 力 を コ ン トロー ル す る

うえ で、 選 挙 に よ って 政 権 交 代 が 起 こ る可 能 性 を絶 え ず 担 保 して お くこ と

が 最 低 限 必 要 と さ れ た 。 こ こ に お い て、 「政 府 に と っ て か わ り う る、 信 頼

で き る代 替 勢 力 」 た る反 対 党 を制 度 的 に養 成 す る こと が きわ め て重 要 な 意

味 を も って くる。

も っ と も、 政 権 交 代 が 権 力 の コ ン トロー ル に果 た す役 割 にっ い て は、 こ

ん に ち重 要 な 留 保 が 求 め られ て い る こ とに注 意 をむ け る必 要 が あ る だ ろ う。

それ に は い くっ か の要 因 が 考 え られ るが 、 第 一 に、 ウ エ ス トミ ンス タ ー モ

デ ル の前 提 そ の もの が 大 き く揺 ら いで い る こ とが あ る。 そ の 契 機 とな っ た

の が 、1997年 に成 立 した労 働 党 政 権 に よ る一 連 の 国 家 構 造 改 革(constitu-

tionalreforms)で あ る。 具 体 的 に は、 ス コ ッ トラ ン ド、 ウ ェ ー ル ズ、 北

ア イ ル ラ ン ドへ の権 限 委 譲 、 ヨー ロ ッパ 人 権 条 約 の 国 内 法 化 、 最 高 裁 判 所

の 創 設 、 上 院 改 革 な ど で あ る。 ギ ャ ン ブ ル(AndrewGamble)に よ れ ば 、

そ れ ら の 施 策 は 「普 通 選 挙 制 導 入 以 来 、 最 も抜 本 的 な 変 革 」 で あ っ た

(Gamble2010)0

第 二 に 、 政 権 交 代 の 周 期 で あ る。1997年 に労 働 党 政 権 が 成 立 した の は、

18年 間 に 及 ぶ 保 守 党 政 権 を経 た後 で あ った し、2010年 の 保 守 党 ・自 由民 主

党 政 権 の 成 立 の前 に は、13年 続 い た 労 働 党 政 権 が 横 た わ って い た。 つ ま り、

政 権 交 代 は、 過 去30年 間 で2度 起 こ っ た だ けで あ る。1979年 に サ ッチ ャ ー

(MargaretThatcher)保 守 党 に政 権 を譲 り渡 した 労 働 党 が 、1992年 の 総
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選 挙 で4度 目の 敗北 を喫 した と きに は、 イ ギ リス はサ ル トー リ

(GiovanniSartQri)の いう一党優位制に移行 したとさえみなされたこと

もあった(King1992)。

これらのことが示すのは、二大政党制を軸 とした多数代表型の集権的な

議院内閣制を支えてきた制度的前提、及び、その権力のコントロール ・メ

カニズムが書き換えられっっあるということである。すなわち、一面 にお

いては、国家構造の変容によって、権力にたいするチェック機能を果た し

てきた政権交代の役割が相対化 されっっある。他面においては、政権の長

期化傾向のなかで、政権交代 という最低限のコントロール ・メカニズムが

十分に機能 していないとみることができる。

しかしなが ら、 こうした一連の前提が大 きく揺 らぐなかにあってもなお、

イギリスの政治は強力な執政権力を作 り出し続けている(高 安2009)。 し

たが って、政権交代 とい う権力のコントロール ・メカニズム、及び、その

担い手 たる反対党の役割 は、たとえ相対化されっっあるとして も、「政権

交代のある民主主義」を確保するうえでの重要性を失 っていないといえよ

う。

このような文脈のなかで、本稿 は、政権交代 を実現 した野党第一党の政

治過程に着目する。なかで も、党勢の長期低迷を覆 し再び政権を獲得する

に至 るまでに、どのような党内政治が展開 されていたのかを検討す る。 そ

れは、イギ リスと同 じ議院内閣制を採用 し、2009年 に歴史的な政権交代 を

経験 した日本にも多 くの示唆を与えるものと考える。そこで本稿では、近

年公開された野党期の労働党の党内資料を用 いて、党の組織改革、及び、

マニフェス トの形成過程を検証することとする。

先述のとおり、労働党は、1979年 以降の総選挙で、有権者か ら保守党政

権にとってかわ りうる 「信頼できる代替勢力」であるとはみなされなかっ

た。その間、サッチャリズムは功罪を併せ持 ちなが らイギ リス社会に浸透

し、人々の利益の在 り方そのものを塗 り替えていった。労働党が再び政権

を獲得するには、たんに失 った有権者の信頼を回復するばか りでな く、党

への期待値を出来 うる限 り高めることが必要であった。

野党期の労働党にかん しては、 ブレア(TonyBlair)の 党首就任か ら

政権交代 までの時期を中心として、すでに膨大な数の研究が蓄積されてい

る。 しかしなが ら、依然として近年公開された党内資料の分析を加えた も

のは限られているといえよう。そうしたなかで本稿で取 り上げる当時の党
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書記長(GeneralSecretary)の 私文書をは じめ とした党内資料の分析は、

次のような理由で政権交代前夜の野党の自己改革と戦略策定を再検討 にっ

なが る可能性があると考える。

労働党の党組織改革 にかんする従来の研究では、1994年7月 以降のブレ

アによる改革の基盤 を築 いたのは、キノック(NeilKinnock)と ス ミス

(JohnSmith)と いうブ レアの前任党首であ り、 ブレアは彼 らの業績 の

恩恵を享受 したとみなされて きた。たしかにブレアの党首就任後に実施 さ

れた組織改革は、多 くの面で二人の党首の業績に負 っている。 しか しなが

ら、三代の党首にわたる労働党の改革の道筋を リニアな継続性のなかでの

み捉えることは、 ブレアによる改革の度合いを過小評価することになりか

ねないと考える。換言すれば、継続性を強調することは、政権交代のため

に野党第一党が採 り得る選択肢が第一義的に限定されていることを所与 と

する議論 に帰着することになろう。そ こで本稿では、むしろ政権交代を目

指す野党の取り得る選択肢の複数性に着目し、党内政治のなかで如何なる

可能性が選びとられ、あるいは排除されたのかを資料にもとついて検討 し

たい。行論 にあたっては、野党期の組織改革 に焦点をあてたうえで、マニ

フェス トの形成過程を検証す る。

1-2.組 織 改 革 と リー ダ ー シ ッ プ

ま ず1997年 総 選 挙 で の 地 滑 り的 勝 利 と そ の 後 の政 権 の長 期 化 に寄 与 した

の は、 ブ レア とい う個 人 の リー ダ ー シ ップか(主 体 か)、 そ れ と も リー ダ ー

シ ップ の 発 揮 を可 能 と した環 境 か(構 造 か)を 考 察 す る必 要 が あ る だ ろ う。

前 者 にか ん して 精 緻 な研 究 を発 表 した フ ォ リー(MichaelFoley)は 、

労 働 党 の 党 首 が 直 面 した 制 約 に 目を 向 け な が ら も、 党 改 革 を 加 速 さ せ、 総

選 挙 で の圧 勝 を牽 引 した ブ レア の リー ダ ー シ ップ を重 視 した(Foley2002)。

フ ォ リー は、 野 党 第 一 党 党 首 に付 与 され る権 限 に加 えて 、 ブ レア の リー ダー

シ ップ を 強 化 した要 素 と して 、 パ ー ソ ナ リテ ィや 前 任 党 首 の 急 逝 の タ イ ミ

ング な ど の幸 運 を 含 め た ブ レ ア個 人 の属 性 を挙 げ た(Foley2002:109-124)。

だ が 、 こ こで は与 件 と され て い る野 党 期 の労 働 党 の党 首 が もっ 権 限 は、 制

度 的 に は む しろ き わ め て 大 き な脆 弱 性 を抱 え て い た こ とを 改 め て留 意 す る

必 要 が あ るだ ろ う。

そ れ とい う の も、 労 働 党 の党 憲 章 は、 党 の最 高 意 思 決 定 機 関 を党 大 会 と

定 め、 党 大 会 ま で 政 策 形 成 を 担 う 中心 的 機 関 は、 全 国 執 行 委 員 会(NEC)
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と して い る。 議 会 労 働 党(PLP)は 、 党 大 会 、 っ ま り院 外 組 織 に た い し

て 責 任 を 負 う(McKenzie1963:11;Russe112005:129,179;Quinn2004:

283;Minkin1992:377)。 した が って 、 党 の 実 権 は、 原 則 の うえ で はPLP

で は な く、 院 外 組 織 が 掌 握 して い る こ とに な る。 こ れ はPLPを あ くま で

も 「労 働 運 動 へ の奉 仕 者 」 で あ る と した労 働 党 の起 源 に 拠 る もの で あ る。

こ の 組 織 原 理 は、 現 在 も変 わ っ て い な い(LabourParty2008,Ch.1,

Clause2)o

換 言 す れ ば 、PLPの 自律 性 の 度 合 い は 、 党 大 会 やNECをPLP首 脳 部 が

ど の程 度 コ ン トー ル で き るか とい う流 動 的 な要 素 に よ って 規 定 さ れ、 そ の

意 味 に お い て 、 党 首 脳 部 の権 力 基 盤 は、 政 権 の 座 に あ る場 合 で も野 党 で あ

る場 合 で も、 脆 弱 性 を 抱 え て い る と い う こ とが で き る(Kitchelt1994:

251)。 した が っ て、 労 働 党 の党 改 革 の 性 質 を 理 解 す る に は 、 リー ダー の 分

析 と と も に、 あ る い はそ れ 以 上 に 、 リー ダー シ ップ の発 揮 を 可 能 とす る組

織 構 造 を 視 野 に入 れ る こ と が 求 め られ る だ ろ う。 そ こ で 次 節 で は 、PLP

と院 外 組 織(党 大 会 、NEC、 選 挙 区 労 働 党[CLP])の 関 係 、 そ してPLP

内 の権 力 配 置 の在 り方 と い う党 内 の 二 っ の次 元 の権 力 構 造 を 検 証 し、 そ れ

が 政 策 ア ジ ェ ン ダの設 定 に ど の よ う に作 用 した のか を考 察 す る。

2.ラ ディカルな党改革を準備 したもの ブレア以前の党組織改革

2-1.議 会 労 働 党 と 院 外 組 織 の 権 力 配 置 キ ノ ッ ク に よ る 改 革 と

「一 つ の 声 」

後 述 す る よ う に 、 ブ レア の下 で 実 行 さ れ た 党 改 革 の帰 結 は、 党 の集 権 化

と政 治 的 コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ンの専 門 職 化 の著 しい進 展 で あ っ た。 集 権 化 さ

れ た 政 策 決 定 シ ス テ ム を 背 景 に、PLP首 脳 部 は 、 マ ニ フ ェ ス トの 作 成 過

程 や 総 選 挙 で の公 認 候 補 者 選 出過 程 で 院 外 組 織 に た い して 影 響 力 を行 使 し

た。 ま た、 政 治 的 コ ミュニ ケー シ ョンの専 門職 化 に よ って 、効 果 的 な メ デ ィ

ア戦 略 が 徹 底 して追 求 され た 。 っ ま り、 ブ レ ア はPLPの 権 力 基 盤 の脆 弱

性 を大 幅 に軽 減 した わ けだ が 、 既 存 の 研 究 で は、 二 人 の 前 任 党 首 が そ の 素

地 を 作 っ た こ とが 指 摘 さ れ て き た(Quinn2004)。 と こ ろ が ジ ョ ー ン ズ

(NichQlasJones)は 、 ブ レア が 企 図 した組 織 改 革 は、 前 任2人 の 党 首 が

想 定 した改 革 を は るか に上 回 って い た こ とを 強 調 す る(Jones2001:21-22)。

じ っさ い 、 以 下 で み るよ うに、 ブ レアが 前 任 党 首 に よ る党 改 革 を そ の ま ま

継 承 した とす る こ と は、 ブ レア に よ る改 革 の方 向 性 を読 み 誤 る可 能 性 が あ
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る。 この 点 を 明 らか に す る た め に 、 本 節 で は ブ レア以 前 に 行 わ れ た 改革 を

整 理 し、 そ の 改 革 の 目的 と効 果 を 検 証 す る2。

1983年 総 選 挙 で の惨 敗 後 、 党 首 に就 任 し た キ ノ ッ ク(NeilKinnock)

は、 労 働 党 の 立 て 直 しに は、 急 速 に左 傾 化 した 党 を 中道 へ と軌 道 修 正 す る

こ と が不 可 避 で あ る と考 え て い た 。 キ ノ ッ クの 目標 は、 党 の 公 式 の意 志 決

定 過 程 か らPLPを 切 り離 して い た 組 織 構 造 を 変 え 、PLPと 院 外 組 織 が

「一 っ の 声 」 で 党 の 方 針 を表 出 で き る体 制 を 作 りだ す こ とで あ った(Shaw

1994:110;Quinn2004:82)。 そ れ は 、 政 策 ア ジ ェ ンダ の 設 定 過 程 に お い

て 、PLP首 脳 部 の優 越 した 地 位 を 確 保 す る こ とを 意 味 した。 具 体 的 に は 、

NECの 影 響 力 を周 辺 化 す る こ と、 党 大 会 に お け る労 働 組 合 の 発 言 力 を 低

減 す る こ と、 活 動 家 が 影 響 力 を 発 揮 して い たCLPを コ ン トロ ー ル す る こ

とで あ った 。

キ ノ ッ ク の意 欲 と は う らは らに 、 当 時 の 労 働 党 内 で は、 従 来 のPLPエ

リー ト主 導 の 体 質 を 改 め 、 党 内 の 民 主 化(分 権 化)を 求 め る急 進 左 派 が 影

響 力 を も って お り、 党 の 集 権 化 に っ なが る よ う な改 革 は 強 い抵 抗 と混 乱 を

招 く こ とが 予 測 さ れ た 。 そ の た め キ ノ ック は、 党 内 左 派 や 労 働 組 合 か ら の

反 発 を 回 避 す る た め に 、 非 公 式 レ ベ ル で 改 革 を 進 め る ほ か な か っ た

(Minkin1992;Shaw1994)0

そ こで キ ノ ッ ク は、 第 一 に、 党 首 に就 任 した 直 後 の1983年12月 、NEC

と影 の 内 閣 の 間 に、 「非 公 式 」 の合 同 政 策 委 員 会 を 設 置 した 。 この 委 員 会

は、NECと 影 の 内 閣 か ら選 出 さ れ た 同 数 の委 員 、 労 働 組 合 の 委 員 、 政 策

顧 問 に よ って 構 成 され た。 委 員 会 に は発 議 権 が 付 与 さ れ 、 そ の 政 策 案 はN

ECを 経 て 党 大 会 に 送 られ た(Shaw1994:110;阪 野2001:38;Russell

2005:131)。 こ こで 重 要 な の は、 委 員 会 の 「非 公 式 」 と い う性 質 ゆ え に 、

影 の 大 臣 は 、 党 の政 策 形 成 過 程 で 中 心 的 な 役 割 を担 っ て き たNECの コ ン

トロ ー ル を 受 けず に政 策 審 議 を行 う こ とが で き る よ うに な っ た こ とで あ る。

第 二 に、 キ ノ ック は、1984年 に党 本 部 とNECの 組 織 改 編 に着 手 した。

そ れ までNECは90に の ぼ る小 委 員 会 を 運 営 して い た の だ が 、 キ ノ ッ ク と

党 書 記 長 は組 織 効 率 を 高 め る た め に、 統 廃 合 に よ って これ を20に 削 減 した。

こ の 時新 た に設 置 さ れ た のが 、 キ ャ ンペ ー ン戦 略 委 員 会 で あ っ た。 そ の 背

2邦 文 で発表 された1970年 代以 降 のイギ リス労働党 の権力 闘争 お よび組織 改革

にっいては、た とえば力久(1990)の 研究があ る。
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景 に は、 キ ノ ック が、 ア マ チ ュア リズ ム に則 っ た 旧態 依 然 と した選 挙 キ ャ

ンペ ー ンで は、 党 の再 生 は到 底 見 込 め な い と い う危 機 感 を 抱 い て い た こ と

が あ る。

こ う した な か で キ ノ ック は1985年 に象 徴 的 な 人 事 で采 配 を 振 る った。 彼

は ウ ィ ッテ ィ(LarryWhitty)を 党 書 記 長 に 、 マ ンデ ル ソ ン(Peter

Mandelson)を コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン及 び キ ャ ン ペ ー ンの 責 任 者 に 任 命 す

る こ と に か ん してNECか らの 承 認 を 取 り付 け た の だ った 。 こ の 人 事 の 狙

い は、 よ り多 くの党 本 部 の資 源 を 選 挙 キ ャ ンペ ー ンに注 入 す る環 境 を作 り

出 す こ とで あ っ た。 キ ノ ック は、 党 本 部 が も はや 単 に党 に 奉 仕 す る だ け機

関 で は な く、 積 極 的 に 人 材 の リクル ー トメ ン トと教 育 訓 練 を 行 う専 門 家 集

団 と して い くべ き だ と考 え て い た 。 ウ ィ ッテ ィは キ ノ ッ クの こ う した方 針

を 支 持 して い た。

さ ら に、 党 書 記 長 の 役 割 も変 化 し た。 従 来 の 党 書 記 長 はNECの 直 接 の

指 導 下 で 党 の職 員 と財 務 を 管 理 し、 そ れ らに か ん してNECへ の 報 告 義 務

を負 う こ とで あ った。 こ こで キ ノ ックが 行 った 非 公 式 で は あ る け れ ど も重

要 な 変 更 は 、 書 記 長 はNECで は な く党 首 に 対 して 報 告 義 務 を 負 う よ う に

な った こ とで あ った。 後 述 す るよ う に、 そ れ は ブ レア以 後 の 党 の集 権 化 と

選 挙 キ ャ ンペ ー ンの専 門 職 化 の重 要 な伏 線 とな っ た。

第 三 に 、 「政 策 見 直 しPolicyReview」 グ ル ー プ(PRGs)が 設 置 さ れ

た3。 各 グル ー プ の 議 長 はNECと 影 の 内 閣 か ら一 名 ず っ 選 出 さ れ 、 党 外 か

ら登 用 さ れ た 人 材 も参 加 した。 そ の 結 果 、 党 の 政 策 形 成 上 の 権 限 が、 党 首

室 へ と漸 進 的 に 移 行 した(Russe112005:131-132)。 加 え て キ ノ ッ ク は 、

経 済 学 者 イ ー トウ ェ ル(JQhnEatwe11)を は じめ と し た有 力 者 を 直 属 の

政 策 顧 問 と して む か え た。 党 首 が 自前 の ス タ ッフ を擁 す る こ とが可 能 に な っ

た こ とに は、 野 党 に た い す る 国庫 か らの財 政 支 援 が 大 き く作 用 して い た 。

こ の 公 的 財 政 支 援 は 、PLPと 院 外 組 織 の権 力 関 係 を 読 み解 くうえ で欠 く

こ と の 出 来 な い要 素 で あ る た め、 こ こで そ の概 略 を整 理 して お きた い。

一 般 に 「シ ョー ト資 金 」 と呼 ば れ る野 党 へ の 補 助 金 は
、1975年 に新 設 さ

　 　 　

れ 、 野 党 の 議 会 党 に た い して 、 議 員 歳 費 と は別 に、 獲 得 議 席 数 と得 票 数 に

応 じて 支 払 わ れ る(HCDeb。Vo1888cc1869070,20.3.75;高 安2009:52。

3PRGsは 、党 の政 策を領域 ごとに再検討す るばか りでな く、 その審議過程 を党

外に発信す ることで、 有権者 に開かれた党 のイメー ジをつ くりだす役割 も担 っ

た。
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強 調 は筆 者)1。 支 給 額 は1983年 の 実 績 で 年44万 ポ ン ドに の ぼ り、 そ れ は

PLP首 脳 部 の 自律 性 を促 す 財 政 基 盤 と な っ た。 っ ま りPLPは 、 独 占 的 に

使 用 で き る公 的 資 金 を 得 た こ とに よ っ て、 「党 史 上 初 めて 」、 政 策 顧 問 な ど

の ス タ ッ フを 擁 し、 独 自 に情 報 を 蓄 積 して活 動 す る こ とが 可 能 に な った の

で あ る(Minkin1992:400;Quinn2004:76-77,152,200)。

しか しな が ら、 た とえ 党 首 の 自律 性 が 漸 進 的 に高 ま って い た と して も、

1980年 代 後 半 の 時 点 で は、CLPを 拠 点 と した 急 進 左 派 か らのPLPへ の 圧

力 は 依 然 と して 無 視 で き な い もの で あ っ た(Russell2005:142)。 キ ノ ッ

ク と彼 を 支 持 す るPLPの 穏 健 左 派 グ ル ー プ は、 労 働 組 合 やCLPと い っ た

それ ま で 党 員 を束 ね て き た組 織 に 依 存 しな い体 制 へ の移 行 を 図 った。 彼 ら

が 掌 握 し よ う と した の は個 人 党 員 で あ った。1980年 代 末 に は、 個 人 党 員 の

動 向 を把 握 す る た め に 、 党 員 リス トの デ ジ タル 情 報 化 が 進 め られ、 党 の 首

脳 部 と個 人 党 員 間 の コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン回 路 が 創 り出 さ れ た。 これ に よ っ

て 、 党 本 部 はCLPを 通 さず に、 直 接 個 人 党 員 に働 きか け る手 段 を 得 た の

だ った(阪 野2001:46;Quinn2004:195)。

こ の よ う に、 キ ノ ック は 、NECとCLPと い った 院 外 組 織 を バ イ パ ス す

る複 数 の 回 路 を設 け、 党 首 主 導 の 政 策 立 案 を 目指 した の だ っ た。 だ が、 そ

う した政 策 ア ジェ ン ダの 策 定 に は 、 労 働 組 合 が 票 決 率 の90パ ー セ ン トを 握

る党 大 会 と い う不 確 実 性 の高 い要 素 が 依 然 と して 障 害 と して 残 って い た 。

2-2.党 大会 の改革

キノックによる党改革の重要な課題は党大会における票決方法の変更で

あった。だが、CLPを はじめとした院外組織 は、一連の組織改革はPLP

エリー トによる党の独占を促すものだ として警戒心を高めていた。そのた

めキノックは党大会の改革にあたって妥協案を提示することを迫 られた。

妥協案の一っが、党内各派が参加する政策協議の場となる全国政策 フォー

4当 初 案 に よ る と、 そ の主 な 使 途 は、 野 党 党 首 室 と院 内 幹 事 長 室(ChiefWhip

office)の ス タ ッ フ人 件 費 、 お よ び影 の 内 閣 の メ ンバ ー の調 査 費 とな って い る

が 、 実 際 に は野 党 の 議 会 党 に 支 給 さ れ る と い う規 定 の 他 は、 分 配 方 法 に 明 確

な 拘 束 はな い。 た とえ ば、1992年 の 調査iで は、 議 会労 働 党 に給 付 さ れ た シ ョー

ト資 金 の 配 分 は次 の よ う に な っ て い る。 影 の 内 閣36.5%、PLPス タ ッフ33.3%、

党 首21.2%、 貴 族 院 議 員5.5%、 副 党 首3.5%(WinetrobeandClements1993:

1,3,15)0
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ラ ム(NationalPolicyForum:NPF)の 創 設 で あ った。NPFは 、 党 内 の

全 て の部 門 か ら選 出 され た総 勢175名 の 代 表 か ら構 成 され(後 に184名 に増

加)、 党 大 会 前 に マ ニ フ ェ ス トの 審 議 を 行 い 、 修 正 案 を 「推 奨 」 す る こ と

が で き る と さ れ た(Quinn2004:84-85)。 っ ま り、 少 な く と も形 式 上 は 、

党 内 民 主 主 義 が 進 展 した の だ っ た。 だ が じ っ さ い に は、NPFで 協 議 さ れ

る政 策 案 は影 の 内 閣 が 主 導 して起 草 した もの で あ り、 個 人 党 員 の 多様 な 意

見 が 汲 み 取 られ た と は言 い 難 か った 。 な ぜ な らば 、NPFの 役 割 は あ く ま

で も既 成 の 政 策 草 案 に っ いて 変 更 を 「推 奨 す る」 こ と に 限 定 さ れ て い た か

らだ(Stuart2005:250;Russell2005:139;Quinn2004:83,87)Qそ も そ

も キ ノ ッ クがNPFを 設 置 した 最 大 の 目 的 は、 党 大 会 の 前 に マ ニ フ ェ ス ト

を め ぐ る協 議 の場 を設 けて お く こ とで 、 党 大 会 で の紛 糾 を 回 避 す る こ と に

あ った(Quinn2004:83)。

党 大 会 の 改 革 に か ん して は、1990年 党 大 会 で 、 所 属 団 体 票(実 質 的 に は

労 働 組 合 票)の 票 決 率 を90パ ー セ ン トか ら70パ ー セ ン トに 変 更 す る決 議 が

行 わ れ た5。 こ う した な か で 、1992年 の総 選 挙 で の 敗 退 が 党 改 革 を さ ら に

推 進 させ る重 要 な契 機 と な っ た 。 党 全 体 が 強 い 危 機 感 に 覆 わ れ 、NECは

労 働 組 合 と の 関 係 に か ん す る検 討 委 員 会(NECReviewGrouponthe

unionlink)を 組 織 し、 党 と労 働 組 合 の連 携 関 係 に つ い て よ り踏 み 込 ん だ

見 直 しを 行 っ た。 キ ノ ック の後 継 と な った ス ミス は、1993年 の 党 大 会 にお

いて 調 整 型 リー ダー シ ップ を発 揮 して 、 労 働 組 合 の抵 抗 を 抑 え 、 複 数 の 手

続 き の変 更 に辛 う じて 成 功 した。

そ れ らの 変 更 とは、1)1990年 党 大 会 で 合意 され た票 の 割 り当 て 率(労

働 組 合 票70パ ー セ ン ト対CLP票30パ ー セ ン ト)の 確 認 、2)個 人 党 員 が30

万 人 を超 え た 時 点 で 、 労 働 組 合 票 とCLP票 の割 合 を50対50に す る こ と 、

3)下 院 議 員 の公 認 候 補 者 選 出 に 関 して労 働 組 合 の ブ ロ ッ ク票 を廃 止 し一

人 一 票 制(OMOV)と す る こ と、4)選 挙 人 団 の うちCLP枠 で はOMOV、

労 働 組 合 枠 で はOLOV(党 費 支 払 い者 一 人 一 票 制:one-levypayerone

vote)と し(投 票 は と も に郵 送 に よ る)、 党 首 選 の 票 決 率 を 、 労 働 組 合 、

CLP、PLP(ヨ ー ロ ッパ 議 会 議 員 も含 む)の 間 で そ れ ぞ れ 等 し く3割 ず っ

とす る こ と、 で あ る(Quinn2004:133;ButlerandButler2000:148)5。

51990年 ま で は、 四 大 労 組 が 党 大 会 全 体 の 票 の ほ ぼ50パ ー セ ン トを 掌 握 して い

た(Quinn2004=79)。
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も っ と も この 時 点 で は、 個 人 党 員 数 が26万6千 人 前 後 で 推 移 して い た こ と

か ら、 ス ミス を は じめ と した党 の 大 半 は、30万 人 を超 え る に は相 当 の 時 間

を要 す るだ ろ う と考 え て い た7。

一 連 の 改 革 に あ た って ス ミス は
、 労 働 組 合 と対 立 す る こ と な く漸 進 的 に

組 合 の影 響 力 を削 減 して い く こ と に主 眼 を お い て い た。 ス ミス は、 各 派 の

分 裂 を ま ね くよ うな 急 激 な改 革 よ り も党 内融 和 を優 先 さ せ たの だ った。 ま

た、 政 策 面 に お い て も、 ス ミス は 戦 後 福 祉 国 家 改 革 が あ く まで も普 遍 主 義

と完 全 雇 用 の 原 則 に基 づ い て 進 め られ る べ き で あ る と考 え て い た(今 井

2008)。 これ に対 して 、 ブ レ ア を は じめ と す る若 手 の現 代 化 推 進 グ ル ー プ

は、 労 働 組 合 の 影 響 力 を 「完 全 に 」 削 減 す る こ と を 強 く求 め(Quinn

2004:133;Russe//2005:196)、 ス ミス の改 革 は穏 健 す ぎ る と論 難 して い

た。 こ こ に、 ブ レア以 前 と ブ レア 以 後 の労 働 党 の改 革 の 分 断 線 が 浮 上 した

の で あ る。

3.ブ レアによる党内改革

ス ミス の 急 逝 か ら2ヵ 月 余 りを 経 た1994年7月 に ブ レア は労 働 党 党首 に

選 出 さ れ た 。 彼 は労 働 党 党 首 と して は異 質 な 存 在 で あ った 。 ブ レア はサ ッ

チ ャー に よ る改 革 を 支 持 す る立 場 を と り、 階級 と い う概 念 を 嫌 い、 労 働 組

合 へ の あ か ら さ ま な対 立 姿 勢 を 示 して い た か らで あ る(Blair2010:99,

115)。 ブ レ アが 党 首 に 選 出 さ れ得 た の は、 一 っ に は、 党 内 で 「選 挙 の 顔 」

と な る人 材 を 求 め る声 が 大 き か った こ と、 二 っ に は、 前 年 党 大 会 で党 首 選

出 手 続 きが 変 更 さ れ た こ とが 大 き く作 用 して い た(Seldon2004:14;Short

2004:44;SeydandWhiteley2000:8)0

以 下 で は、1994年7月 以 降 のPLPに よ る院 外 組 織 の 統 率 の シス テ ム と、

議 会 労 働 党 内 の権 力配 置 を検 証 し、 そ れ らが マ ニ フ ェ ス トの 作 成 過 程 に ど

の よ うに 作 用 した の か を 考 察 す る。

61992年7月 の党 首 選 で の 票 の 割 当 て は、 労 働 組 合40パ ー セ ン ト、CLP30パ ー

セ ン ト、PLP30パ ー セ ン トで あ った(Quinn2004:131-132;ButlerandButler

2000:148)0

7個 人 党 員 数 は1990年 の31万1千 人 か ら翌1991年 に は5万 人減 少 し(26万1千

人)、 そ の後 増 減 を 繰 返 して お り、 安 定 した傾 向 を示 して い な か っ た(Butler

andButler2000:159)o
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3-1.党 の 中 央 集 権 化 へ の 飛 躍

3-1-1.党 書 記 長 の 交 代 と院 外 組 織 の 統 率

ブ レア は、 党 書 記 長 の ウ ィ ッテ ィの 任 期 満 了 に と もな って 、 新 た に 全 国

公 務 員 組 合(NationalUnionofPublicEmployees:NUPE)の 副 書 記 長

を 務 め て い た ソ ー ヤ(TomSawyer)を 指 名 した。

この党 書 記 長 人 事 は、 党 改 革 を 進 め る ブ レ ア ら現 代 化 推 進 派 に と って 大

き な 意 味 を も っ た80ブ レ ア は 自 伝 の な か で 党 書 記 長 の 人 事 に っ い て 、

「党 内 で ど の よ うな 戦 い を す る にせ よ 、 鍵 と な る ポ ジ シ ョ ン とな る だ ろ う」

と述 べ て い る(Blair2010:82)。 こ こ で い う ブ レア の 「戦 い」 と は、 労 働

党 が 政 権 を 獲 得 した さ い に 、PLPと 院 外 組 織 と の対 立 に よ って 政 権 運 営

に支 障 が き た す こ と を 回 避 す る た め に、PartnershipinPowerと 名 付 け

られ た 院 内 外 組 織 間 の 「パ ー トナ ー シ ップ」 関 係 の構 築 プ ロ ジェ ク トを 遂

行 す る こ とを 意 味 して い た(Russe112005:142-143)。

た しか に上 述 した よ う に キ ノ ッ ク に よ る党 本 部 改 革 に よ って 、 院 外 党 と

PLP首 脳 部 の 権 力 バ ラ ンス は 変 化 しっ っ あ っ た 。 ラ ッセ ル(MegRus-

se11)に よ れ ば 、 ブ レ ア は党 書 記 長 人 事 に よ っ て こ の バ ラ ンス を さ らに 党

首 室 寄 り に傾 斜 さ せ た の だ った(Russell2005:186)。 ソ ー ヤ は、PRGsの

設 置 を キ ノ ック に進 言 し、 ま た、 ブ レア が影 の 雇 用 大 臣 と して 労 働 組 合 会

議(TUC)に ク ロ ー ズ ド ・シ ョ ッ プ制 の 廃 止 を迫 っ た さ い 、 ブ レア に 全

面 的 に協 力 し交 渉 の 成 立 に貢 献 した 。 これ らか ら明 らか な よ う に、 ソ ー ヤ

は党 内改 革 に強 い意 欲 を 示 し続 け て い た。 っ ま り、 ブ レア は同 じよ うな 政

治 志 向 を 持 ち、 信 頼 を 寄 せ る ソー ヤを 起 用 す る こ と で、 自身 の 意 図 に そ っ

た組 織 改 革 を 遂 行 す る体 制 を整 え た の で あ る(RentQu12001:268)AO

8こ の こ と は、 世 論 調 査 会 社 の 代 表 で 、 キ ノ ック、 ス ミス、 ブ レア の政 策 顧 問

と して 党 改 革 を観 察 して い た ケ ル ナ ー の 証 言 に よ っ て も裏 付 け られ た 。Peter

Kellner,YouGov代 表 との イ ン タ ヴ ュ ー 。2007年3月3日 。 於)Common

WealthHouse,London.

9ソ ー ヤ と と も に 院 外 組 織 と の 調 整 役 と な っ た の が 、 副 党 首 プ レ ス コ ッ ト

(JohnPrescott)だ った 。 彼 に 期 待 さ れ た の は、 特 定 の政 策 領 域 を担 当 す る

と い うよ り も、 も っぱ ら党 内運 営 に注 力 し、 と くに 個 人 党 員 の 増 強 、 党 員 の

教 育 、 党 の 士 気 を 高 め る こ とで あ った(CampbellandStott2007:43)。
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3-1-2.党 の体 質 の 変 化 とそ の コ ス ト

ブ レア 時 代 の労 働 党 の 一 っ の特 徴 は、PLPと 党 本 部 が 、 労 働 組 合 と い っ

た 団 体 とで は な く、 個 人 との 関 係 を 重 視 す る よ う に な っ た こ と で あ る

(SeydandWhiteley2002)。 と く に ブ レア は、 院 外 組 織 に 支 持 基 盤 を も

たず 、 そ の 組 織 的 影 響 力 を強 く警 戒 して お り、 個 人 党 員 の 拡 充 に よ って 自

らの党 内 基 盤 を広 げ る と と もに、 労 働 者 階 級 が 中 心 と な って い た従 来 の 党

の 体 質 を 変 え て い く こ と を 目指 した 。 しか しな が ら、 そ れ に は膨 大 な コ ス

トが と もな っ たQ

ブ レ ア らPLP首 脳 部 が わ け て も重 視 して い た の は 、1996年 の 党 大 会 の

前 年 ま で に、 個 人 党 員 を 少 な く と も30万 人 に まで 増 加 させ る こ とで あ っ た。

当 時 、 メ イ ジ ャー(JohnMajor)保 守 党 政 権 の 支 持 率 は労 働 党 の そ れ を

下 回 って お り、 任 期 満 了 で 総 選 挙 が 行 わ れ る こ とが 予 測 され て い た。 した

が って、1996年 党 大 会 で は、 マ ニ フ ェ ス トの最 終 案 が採 択 され る こ と に な

り、 マ ニ フ ェ ス ト作 成 過 程 で 主 導 権 を 握 り た いPLP首 脳 部 と して は、 労

働 組 合 の 票 決 率 を 引 き下 げて お く必 要 が あ った 。

CLPに よ る草 の根 の広 報 活 動 は 奏 功 し、 個 人 党 員 数 は大 方 の 予 想 を 上

回 る早 さで1995年6月 に30万 人 を 超 え た(1995年 の個 人 党 員 数 は36万5千

人)(ButlerandButler2000:159)。 これ を 受 け て1995年 党 大 会 で は、 規

定 に そ って 労 働 組 合 の 票 の割 当 て が50パ ー セ ン トに減 じ る こ とが 決 議 され 、

1996年 党 大 会 か ら実 効 され た。 個 人 党 員 は そ の 後 も増 え 続 け(1994年 か ら

1997年 まで の 期 間 に40パ ー セ ン ト増 加)、 そ の 大 半 が 中 間 層 の 出 身 者 で 占

め られ た。 労 働 党 は、 労 働 組 合 を 中 心 と した集 団 を基 礎 とす る党 か ら、 個

人 党 員 を核 とす る党 へ と脱 却 しっ っ あ った。 そ の変 化 は 、 セ イ ドの言 葉 で

は 「人 民 投 票 型 政 党 」 へ の転 換 で あ り、 ブ レア の言 葉 で は党 の 「大 衆 政 党 」

化 で あ った(Seyd1999)1〔 〕。

だ が、 特 定 の組 織 に 依 存 しな い 党 の 運 営 は、 党 本 部 に 膨 大 な費 用 と労 力

と い う副 産 物 を もた ら した。 党 首 脳 部 は、 中 央 で ま と め た 政 策 案 を党 大 会

10労 働 党 の党 員 数 は、1997年 の 政 権 交 代 の直 後 に は405,000人 に達 した が、 これ

を ピ ー ク に減 少 を 続 け、2007年 に は党 創 設 以 来 最 低 の176,891人 に ま で 落 ち 込

ん だ 。 と こ ろ が、 最 近 こ の傾 向 に 目立 った 変 化 が生 じて い る。 ガ ー デ ィ ア ン

紙 に よれ ば 、2010年5月 の総 選 挙 後 、 連 立 政 権 成 立 が 伝 え られ る と、 労 働 党

へ の新 規 加 入 者 が 増 加 し は じめ 、 新 た に1万 人 が 加 わ った(Guardian ,13

May2010)0
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で 通 過 さ せ る た め に、 そ の骨 子 を 分 か り易 く個 々 の党 員 に 周 知 し、 党 大 会

で 賛 成 票 を 投 じる よ う に促 す 運 動 を 長 期 に わ た って 実 施 しな け れ ば な ら な

くな った か らで あ る(Russe//2005:197)。 継 続 的 な党 員 へ の周 知 、 教 育 、

党 員 の勧 誘 、 献 金 の 募 集 を 目 的 と した媒 体 と して 枢 要 な 役 割 を果 た した の

が 、 党 本 部 が 発 行 す る ニ ュ ー ス ・ レ タ ー(LabourPartyNews:LPN)

で あ っ た(LabourParty1996b:2)。LPNの 発 行 部 数 は1995年1月 時 点

で は20万6千 部 で あ った が 、1996年10月 に は、69パ ー セ ン ト増 の35万 部 に

達 す る と見 積 も られ、 そ の た め の 予 算 も増 大 して い った(1996年 の予 算 は

約44万 ポ ン ド)(LabQurParty1996b:7)。

3-2.党 首 脳 部 の 権 力 配 置 一 政 権 構 想 を め ぐ る 対 立

この よ う に、PLP首 脳 部 は短 期 間 の 間 に、 党 本 部 、NEC、CLP、 党 大

会 と い う院 外 組 織 に た い して 明 らか に優 越 した 立 場 を確 保 し、 党 の集 権 化

は急 速 に進 展 した 。 そ れ は ヘ フ ァ ー ナ ン(RichardHeffernan)が 指 摘 し

た よ う に、 ブ レア労 働 党 が 現 代 化 改 革 を 促 進 し た党 内 要 因 と して 「『強 力

な指 導 部 組 織 」 を持 っ 政 党 、 っ ま り党 中枢 エ リー トが進 行 方 向 を示 す こ と

が で き る政 党 に移 行 した」 とみ る こ と も出 来 る(ヘ フ ァー ナ ン2005:114)。

そ れ は 「強 力 な 指 導 部 」 に よ っ て 、 ベ ン(TonyBenn)を リー ダ ー と し

た急 進 左 派 グ ル ー プ が 党 の政 策 決 定 の 中枢 か ら排 除 さ れ た こ と に もみ られ

る。 しか しな が ら、 急 進 左 派 を 周 辺 に追 い や っ た と して も、PLPが 政 策

や 戦 略 に お いて 均 質 な 志 向 を共 有 し、 統 率 の とれ た集 団 と な っ た とみ な す

こ と は必 ず しも 自 明 で は な い だ ろ う。

結 論 を 先 取 りす る な らば 、PLPで は 、 そ の 中 枢 に お い て さえ も政 策 志

向 の相 違 に よ る対 立 が 先 鋭 化 し、 基 本 的 な政 策 理 念 を め ぐ る論 争 は総 選 挙

直 前 ま で 続 いて い た。 つ ま り、 ヘ フ ァー ナ ンの 指 摘 と は う らは らに、 指 導

部 組 織 で は政 策 志 向 や 戦 略 を め ぐ る新 た な対 立 軸 が 浮 上 して い た の だ っ た。

こ の対 立 軸 は労 働 党 政 権 の政 策 志 向 を読 み取 る うえ で 大 き な意 味 を もっ

と考 え る。 な ぜ な らば 、 そ の対 立 軸 と は、 い か な る政 策 を も っ て 「ラデ ィ

カル 」 な改 革 とす るか と い うマ ニ フ ェス トの基 本 方 針 にか か わ る もの で あ っ

た か らで あ る(Blair2010:122)。 した が っ て、 首 脳 部 内 の 論 争 は政 権 構

想 の振 幅 を も決 定 づ け る もの で あ っ た と推 察 す る こと が で き る。 か つ て メ

ル ケ ル(Wo/fgangMerke1)が 主 張 した よ うに、 「第三 の道 」 に は市 場 重

視 モ デ ル 、 ボ ル ター(オ ラ ン ダ)・ モ デ ル、 ス ウ ェ ー デ ン ・モ デ ル とい っ
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た複 数 の アプ ロ ー チ が あ り、 労 働 党 政 権 は 当 初 、 市 場 重 視 モ デ ル の代 表 例

で あ る と考 え られ て きた(メ ル ケ ル2001)。 だ が 、 総 選 挙 直 前 の労 働 党 内

に お い て 政 権 構 想 を め ぐる対 立 が 続 い て い た とす れ ば、 労 働 党 政 権 下 の 市

場 重 視 型 「第 三 の道 」 は、 イ ギ リス に お け る社 会 民 主 主 義 政 党 に と って 必

ず し も 自明 の 選 択 で はな か った とみ な け れ ば な らな い だ ろ う。

そ こで この 対 立 軸 の 内 容 を具 体 的 に み て み よ う。 労 働 党 内 で は一 方 にお

いて は、1990年 代 の経 済 、 社 会 状 況 の 変 化 に 適 合 的 な政 策 を 示 しっ っ も、

普 遍 主 義 や 分 配 的 正 義 と い った労 働 党 の伝 統 的 な価 値 観 を 維 持 す る こ とで

保 守 党 政 権 と の違 い を 明 確 に す る こ と こそ が 「ラ デ ィカ ル 」 な改 革 だ と主

張 す る グル ー プ が あ った 。 他 方 に お い て、 そ う した価 値 観 と は い った ん 距

離 を置 き、 主 義 や伝 統 よ り も企 業 の 経 営 者 や新 興 中 産 階 級 と い った、 労 働

党 へ の支 持 を 表 明 して い な い層 が 求 め て い る政 策 を知 り、 党 の 政 策 案 を そ

れ に合 わ せ る こ と こそ が 「ラデ ィ カル 」 な 改革 の要 だ とい う立 場 を と る グ

ル ー プ が これ に対 立 した 。

前 者 に は、 影 の 外務 大 臣 ク ッ ク(RobinCook)、 影 の 社 会 保 障大 臣C.ス

ミス(ChrisSmith)が 含 ま れ た。 後 者 の 代 表 は ブ レ アで あ り、 党 首 室 広

報 部 門 の 長 キ ャ ン ベ ル(AlastairCampbell)、 選 挙 戦 略 の 責 任 者 マ ン デ

ル ソ ン、 影 の 教 育 雇 用 大 臣 の ブ ラ ンケ ッ ト(DavidBlunkett)ら が そ の

中 心 的 な 支 持 者 とな った 。 と りわ け ブ レア に と って 「正 し い」 政 策 と は、

有 権 者 の 多数 派 が 望 ん で い る政 策 で あ り、 「党 の方 針 」 や イ デ オ ロ ギ ー 的

な立 場 か ら導 き 出 さ れ る もの で は な か った(Blair2010:96)。

影 の財 務 大 臣 ブ ラ ウ ン(GordQnBrown)は 両 者 の 中 間 に位 置 して い た

とみ な す こ とが で き る。 彼 は、 普 遍 主 義 や社 会 権 に か ん して ク ック ら と は

大 き く異 な る立 場 を と り なが ら も、 分 配 的 正 義 を政 策 の基 底 に置 い た点 に

お い て、 ブ レア らの志 向 と も明 らか に隔 た って い た。 こ う した構 図 を よ り

複 雑 に した の が ブ レ ア と ブ ラ ウ ンの 間 の抗 争 で あ った。 今 日で は良 く知 ら

れ た こ とだ が 、 ブ レ ア と ブ ラ ウ ンの 間 に は、 政 策 決 定 過 程 にお け る担 当 領

域 の棲 み 分 けが あ った 。 ブ レア は 外 交 、 医 療 、 教 育 、 法 と秩 序 の領 域 、 ブ

ラ ウ ンは 経 済 政 策 、 お よ び経 済 政 策 と の結 び っ き の強 い 雇 用 や 福 祉 の 領 域

で 、 そ れ ぞ れ 主 導 権 を 持 っ と い う こ とが 両 者 間 で 非 公 式 に 取 り決 め られ て

い た(Scott2004:9,19;Seldon2004:243;小 堀2005:118)。

だ が、 ブ ラ ウ ンは経 済 政 策 ば か りで な く、 社 会 的 公 正 に か か わ る政 策 、

な らび に 選 挙 キ ャ ンペ ー ンま で を も担 当す る こ と を求 め た 。 ブ レア は、 ブ
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ラ ウ ンの 要 望 を あ か ら さ ま に拒 否 す る こ と は しな い姿 勢 を み せ た もの の 、

強 い抵 抗 感 は ぬ ぐえ ず 、 や が て ブ ラ ウ ンを重 要 な協 議 の 場 か ら除 外 す る こ

と さ え も試 み る よ う に な っ た(CampbellandStott2007:29,42)。 そ れ

は単 な る権 力 抗 争 とい う側 面 ば か りで な く、 政 権 構 想 そ の もの を め ぐ る対

立 で もあ った 。 二 者 間 の 抗 争 は、 マ ニ フ ェ ス トの最 終 案 の 決 定 過 程 で顕 在

化 し、 マ ニ フ ェ ス トの 方 針 を も左 右 した の だ っ た。

3-3.議 会 労働党 における政策形成過程

こうしたPLPの 権力配置をふまえたうえで、議会労働党の政策形成過

程を概観する。本節ではとくに次の三っの特徴に着 目する。それらは、1)

党首脳部の資源の増大、2)協 議の欠如、3)影 の内閣のメンバーにたい

する統制である。 この党首室への権限の集中と閉鎖的な政策形成 システム

は、 ブレア労働党が短期間に急速な改革を遂げた重要な要因となったとい

えよう。

3-3-1.議 会 党 首 脳 部 の権 力 資 源

ま ず、 党 首 脳 部 に よ る中 央 集 権 的 な政 策 決 定 を支 え た権 力 資 源 に は以 下

の 要 素 が 考 え られ る。

一 っ に は
、 財 政 面 で の 独 立 性 の 増 大 、 二 っ に は、 情 報 の 増 大 、 と くに政

策 の実 現 可 能 性 を検 証 す る うえ で の 高 級 官 僚 か らの情 報 の 供 給 、 三 っ に は、

ブ レア に た いす る世 論 の 支 持 で あ る。

財 政 面 で の 独 立 性 の 増 大 に か ん して は、 シ ョー ト資金 の 増 額 が 大 き く作

用 した。 これ に よ って 党 指 導 部 周 辺 の ス タ ッ フ の強 化 が 図 られ た。 周知 の

よ うに、 ブ レア は メデ ィア対 策 に突 出 した比 重 を お いて い た。 ブ レア は ジ ャー

ナ リズ ム と広 報 戦 略 で 豊 富 な経 験 を 持 っ 人 材 を 側 近 と して 登 用 し、 この 部

門 の専 門 職 化 を は か った11。 先 述 の とお り、 政 治 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ンの 専

門 職 化 は1980年 代 後 半 か らキ ノ ッ ク に よ って 進 め られ て い たが 、 ブ レア は、

さ らに党 本 部 か ら この 部 門 を ミル バ ンク館 に移 す こ と で 物 理 的 に切 り離 し

て 独 立 さ せ 、 そ の後 、 ジ ョ ン ・ス ミス館 に 置 か れ て い た 党 本 部 を ミル バ ン

ク館(っ ま りメ デ ィ ア対 策 部 門)に 統 合 させ た の だ っ た(NewStatesman,

September1996)0

こ う した 労 働 党 の選 挙 キ ャ ンペ ー ンの専 門 家 化 を飛 躍 的 に進 め た政 策 顧

問 を支 え た 一 っ の重 要 な 財 源 が シ ョー ト資 金 で あ った。 同 資 金 は、 ブ レア
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の 党 首 就 任 の 前 年 に増 額 が 決 定 され て お り、1993年11月 の 改 正 で は、1議

席 あ た り2550ポ ン ド(1988年6月 法 改 正 に よ る基 準)か ら3442.50ポ ン ド

に、 得 票200に っ き5.10ポ ン ド(同)か ら6.89ポ ン ドに そ れ ぞ れ増 額 され

て い た(1994年4月1日 か ら は小 売 物 価 価 格 連 動 性)(HCDebvol135cc

1063-1086、21.6.88)。 さ ら に、 労 働 党 は、1992年 総 選 挙 で前 回 総 選 挙 で の

得 票 率 と獲 得 議 席 数 を 上 乗 せ して お り、 これ ら二 っ が重 な っ た こ とで 議 会

労 働 党 首 脳 部 の財 政 面 で の 自律 性 が 高 ま った こ と は容 易 に 推 察 さ れ る12。

次 に、 政 府 の情 報 と い う資 源 で あ る。1964年 以 降 慣 例 化 され た影 の 内 閣

の メ ンバ ー と行 政 側 の 事 前 協 議 の シス テ ム が こ の資 源 の 確 保 を可 能 に した。

ダ グ ラス=ヒ ュ ー ム ・ル ー ル と呼 ば れ る慣 例 で は、 総 選 挙 前 に野 党 の 党 首

が 首 相 に た い して官 僚 と の事 前 協 議 を 申 し入 れ 、 首 相 は これ を承 認 しな け

れ ば な らな い と さ れ て い る。 ブ レ ア労 働 党 の場 合 、 遅 く と も1996年4月 後

半 か ら ブ ラ ウ ンが 財 務 省 の高 級 官 僚 と接 触 し、 党 の政 策 の 実 現 可 能 性 を 協

議 して い た 。 財 務 省 側 も、 労 働 党 政 権 発 足 に 向 けて 、 ブ ラ ウ ンの経 済政 策

を考 慮 に 入 れ た行 動 指 針 を 作 りは じめ て い た と い う(Routlege1998:230)。

ブ レア が 自伝 で 証 言 した よ うに、 野 党 と して得 られ る情 報 は限 られ て い た

と は い え 、 こ う した政 権 移 行(ト ラ ン ジ シ ョ ン)シ ス テ ム は、 彼 らの 政 策

案 の妥 当 性 を 担 保 す る うえ で 重 要 な 意 味 を も っ た と い え よ う。

三 っ め に、 世 論 の 支 持 で あ るが 、 労 働 党 は1996年5月 に は、 メ イ ジ ャ ー

保 守 党 政 権 に た い して 支 持 率 で30ポ イ ン ト近 く引 き離 し、 圧 倒 的 に有 利 な

立 場 に あ っ た(FinancialTimes,4June1996)。 さ ら に、 中 間 層 を主 な

11さ っそ く党 首 就 任 直 後 の1994年8月 に は 、 タ ブ ロ イ ド紙 デ イ リー ・ミ ラ ー と

ト ゥ デ イ の 編 集 者 出 身 の キ ャ ンベ ル が 、 主 席 報 道 担 当 秘 書 に 抜 擢 さ れ た

(CampbellandStott2007:7-13)。 キ ャ ンベ ル は、 選 挙 戦 略 を統 括 した マ ン

デル ソ ン、 フ ォー カ ス ・グル ー プ の 調 査 を 指 揮 した グ ール ド(PhilipGould)

と と もに メ デ ィ ア対 策 と党 の広 報 活 動 を担 った 。 選 挙 対 策 本 部 に は、 ク リ ン

トンの 米 大 統 領 選 で 選 挙 参 謀 を 務 めた グ リー ンバ ー グ(StanGreenberg)が 、

非 公 式 に参加 した(Rentoul2001=279)。

12た と え ば 、 ブ レ ア は 、 党 首 室 に 、 政 策 担 当 筆 頭D.ミ リ バ ン ド(David

Miliband)、 広 報 担 当 秘 書 キ ャ ンベ ル を は じめ と して、10名 の 主 要 ス タ ッフ を

擁 し、 ミ リバ ン ドの下 に は、 ハ イ マ ン(PeterHyman)ら 少 な く と も3名 の

ス タ ッフが 常 時稼 働 して い た。 ブ ラ ウ ンは、 ボ ー ル ズ(EdBalls)、E.ミ リバ

ン ド(EdMiliband)ら4名 の 公 設 秘 書 を擁 して い た(NewStatesman1996

特 別 付 録)。
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購読者 とし1992年 の時点ですでに350万 部まで売 り上げ部数を伸ば してい

た日刊のタブロイ ド紙サ ンが、労働党というよりもむしろブレアという個

人を支持する立場を明らかにした。ブレアはこうした世論やメディアの支

持を自らの改革を正当化する権力資源 として活用 した。

これ ら三っの資源 は、 とくに党首室を中心 としたPLP中 枢部に利する

ものであった。増大 した権力資源を背景に して、PLPで は次項でみ るよ

うな仕組みのなかで政策の審議 と決定が行われた。

3-3-2.分 断 さ れ た 審 議 過 程

当 時 のPLP首 脳 部 に お け る政 策 形 成 過 程 の 一 つ の 特 徴 と して 頻 繁 に 指

摘 さ れ る の が 、 「協 議 の 欠 如 」 で あ る。 た とえ ば前 出 の フ ォ リー は、PLP

首 脳 部 と院 外 党 の 関係 にお い て、 ブ レア ら ご く一 部 の首 脳 部 が 、 党 内 協 議

を 経 る こ とな しに、 政 策 案 を党 外 に向 け て 発 信 し、 支 持 を 獲 得 しよ う とす

る ス タ イ ル を 「協 議 の 欠 如 」 と 呼 ぶ(Foley2002:116)。 こ れ に加 え て 本

稿 が 着 目す る の は 、首 脳 部 に お い て さ え も十 分 な協 議 が 行 わ れ な か った こ

とで あ る。 党 内 の審 議 過 程 の在 り方 は、 マ ニ フ ェ ス トを は じめ と した 党 内

の 政 策 ア ジ ェ ンダ の設 定 に影 響 を 与 え る。1997年 総 選 挙 で の 労 働 党 の マ ニ

フ ェ ス トの 場 合 は、 影 の 内 閣 の メ ンバ ー が具 体 的 な政 策 案 を 提 示 し、 ブ レ

ア、 ブ ラ ウ ン、 担 当 の 影 の大 臣、 お よ び少 数 の 側 近 の 間 で 審 議 が 行 わ れ 、

そ こで基 本 方 針 が 決 定 され た。 グ ール ドは、 ブ レア が重 要 事 項 の協 議 にか

ん して は、 限 られ た側 近 との 間 で 行 う こ とを 好 ん だ と述 べ て い る(Gould

1998:245)。 ま た 当 時 の複 数 の影 の 内 閣 の メ ンバ ー が、 政 策 領 域 ご と に個

別 に政 策 を 立 案 し、 中 枢 部 に お い て も横 の連 携 が 著 し く欠 如 して い た こ と

を証 言 した(Short2005:50)。

排 他 的 な 意 思 決 定 を ブ レア が率 先 して進 め て い た こ とは 、 彼 が影 の 内 閣

の メ ンバ ー と の個 別 協 議 と は切 り離 した独 自の 政 策 審 議 グル ー プ を設 け た

こ と に端 的 に表 わ れ た 。 ガ ー デ ィ ア ン紙 に よ る と、 ブ レア は1995年7月 に

私 的 な政 策 審 議 委 員 会 を 設 立 した 。 マ ンデ ル ソ ンが そ の責 任 者 をっ とめ 、

委 員 に は 、 マ ンデ ル ソ ンの盟 友 で 自由 民 主 党 と の交 渉 窓 口 と な った リ ドル

(RogerLiddle)、 党 首 室 付 経 済 部 門 の 長 ス コ ッ ト(DerekScott)、 外 部

か ら は、 キ ノ ッ クの 政 策 顧 問 か ら労 働 党 系 シ ンク タ ンクIPPRを 経 て投 資

会 社 の役 員 と な って い た ヒ ュ ー イ ッ ト(PatricialHeuitt)、 シ ンク タ ンク

Demosの 代 表 マ ル ガ ン(GeoffMulgan)ら が 選 ば れ た18。
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こうした集団的な合議を回避する協議の在 り方には、 ブレア個人の好み

を反映した側面があるだろう。だがそれ以上 に、筆者は彼 らにはそうする

必要性があったとみなすべきだと考える。 ブレアは自伝で、改革の 「枠組

み」を設定 し、政策、声明、行動などすべてがその枠組みのなかで 「一貫

性」を保っことが何より肝要であると述べている。彼はその枠組みの設定

を何 ヵ月 もかけて準備 したとい う(Blair2010:51,94-95)。 このことか ら

推察されるのは、 ブレアとその側近は、重要事項の審議への参加者を限定

することで、PLP首 脳部 における対立による混乱を回避 し、彼 らが最 も

重視する改革の 「枠組み」づ くりを主導 しようとしたことである。 この推

察は次に述べる第三の特徴によって裏付けられる。

3-3-3.影 の 内 閣 の 統 制

第 三 に 、 影 の 内 閣 の 統 制 で あ る。 党 首 室 は、 影 の 内 閣 の メ ンバ ー の対 外

的 な発 言 が 党 首 室 と広 報 担 当 が決 定 した枠 組 み に沿 って 行 わ れ る よ う に徹

底 した 管 理 を 行 っ た。 党 本 部 の政 策 部 門 の長 で あ っ た ウ ェ ル ズ(Ronald

Wales)が1994年12月13日 付 で 影 の 内 閣 の 全 メ ンバ ー に宛 て た 書 簡 で は、

「あ らゆ る重 要 な 声 明 は、 そ の 草 案 策 定 を 始 め る前 に、JPCの 合 意 を得 な

け れ ば な ら な い 」 こ と が 明 記 さ れ た(Wales1994)1/。1996年1月 に、 巨

費 を投 じて 創 設 さ れ た 選 挙 対 策 本 部 が 本 格 的 に始 動 す る と、 影 の 内 閣 へ の

統 率 は一 層 強 ま った(Jones1998:21;Seldon2004:300)。

こ の よ う に、 ブ レア を 中 心 と し たPLP首 脳 部 で は 、 そ れ ま で の 組 織 改

革 の効 果 と、 増 大 した 権 力 資 源 を 背 景 に、 きわ めて 排 他 的 な仕 組 み の な か

で 政 策 形 成 が 行 わ れ、 影 の内 閣 の 発 言 も統 制 され た の で あ っ た。 ブ レア は

こ う した シ ス テ ム を通 じて 、 彼 の い う 「ラデ ィカ ル」 な 政 策 、 つ ま り新 興

中 産 階級 を 中 心 と した 有 権 者 の信 頼 を 得 る政 策(法 と秩 序 、 公 共 サ ー ビス

の 拡 充 な ど)を 厳 選 し、 党 の発 信 す る プ レゼ ンテ ー シ ョンが 常 に一 貫 性 を

もっ よ う に気 を配 った 。 こ う して 獲 得 さ れ た 支 持 は、 党 内 にむ け て彼 の 方

針 を正 当 化 す る権 力 資 源 と して活 用 す る とい う循 環 が生 ま れ て い た とい え

よ う。

13こ の 委 員 会 で は 、 ブ ラ ウ ン、 ク ッ ク 、 プ レ ス コ ッ ト な ど 、 議 会 労 働 党 首 脳 部

の 主 要 メ ン バ ー が 除 外 さ れ た(Guardian,15July1995)。

14LDPD,File:CorrespondenceOct-Dec1994,LabourHistoryArchiveand

StudyCentre,Manchester.
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4-1福 祉 改 革 の ゆ く え 影 の 内 閣 に お け る 対 立

首 脳 部 の 権 力 資 源 の 増 大 、 協 議 の 欠 如 、 影 の 内 閣 の統 率 は、 総 選 挙 を 翌

年 に ひ か え た1996年 の マ ニ フ ェ ス トの 形 成 過 程 を通 じて そ の 傾 向 を 強 め て

い った。 マ ニ フ ェ ス トの 形 成 過 程 で は、 労 働 党 の福 祉 改 革 が 、 ア メ リカ型

の ワ ー ク フ ェ ア に接 近 す る の か、 そ れ と もEUで 推 進 さ れ て い る手 厚 い 就

労 支 援 策 を 採 用 す る の か 、 あ るい は普 遍 主 義 の 原 則 を維 持 す る の か選 別 主

義 に移 行 す る の か 、所 得 税 の累 進 性 を 強 化 す る こ と に よ って 垂 直 的再 分 配

を復 活 させ る の か 否 か 、 と い った 基 本 方 針 に か か わ る 問題 が 争 点 と して 浮

上 した。

PLP首 脳 部 は、1996年3月 に、 マ ニ フ ェス トの最 終 案 と な る 『マ ニ フ ェ

ス トへ の 道 」 の 作 成 に着 手 した(Blair1996;Brown1996)。 そ の 骨 子 は、

す で に1995年5月 か ら、 政 策 領 域 ご と の政 策 パ ンフ レ ッ トと して院 内 外 の

審 議 に か け られ て お り、1996年 の 段 階 で は 、 そ れ らの政 策 案 を い か に一 貫

性 の あ る文 書 に ま と め上 げ 、PLPと 院 外 組 織 の 合 意 を確 保 す る か が 焦 点

と な った。

しか しな が ら、 マ ニ フ ェ ス トに 一 貫 性 を もた せ る うえ で 、 「民 主 的 」 な

議 論 は事 実 上 棚 上 げ され た こ とが 推 察 さ れ る。 じ っさ い 、1995年 の政 策 案

の 策 定 の 過 程 で は や くも影 の 内 閣 で の 政 策 志 向 の違 い が 表 れ て い た。 と く

に 福 祉 と雇 用 を っ な ぐ積 極 的 労 働 市 場 政 策(NewDealprogramme:

NDP)に か ん して 、 参 加 を 忌 避 した者 へ の 懲 罰 要 件 の 是 非 を め ぐ る論 争

が 影 の 内 閣 を 二 分 した 。 懲 罰 要 件 の 導 入 に積 極 的 で あ った ブ ラ ウ ンが と っ

た手 法 は、NDPを は じめ とす る政 策 案 が 党 大 会 で可 決 さ れ た後 に、NDP

に は懲 罰 要 件 が 付 帯 され る こ とを メ デ ィア に 公 表 す る こ とだ っ た。 ブ ラ ウ

ンは、11月 に懲 罰 要 件 の 採 用 を 公 表 した の だ が 、 事 前 に報 告 を うけ な か っ

た影 の社 会 保 障 担 当 大 臣C.ス ミス は、 懲 罰 要 件 の 趣 旨 そ の もの が 、 失 業 者

の 選 択 権 を 奪 い、 条 件 の 良 し悪 し にか か わ らず 就 労 を 強 要 す る ア メ リカ的

な 「ワー ク フ ェ ア」 へ の 接 近 を示 す も の だ と して 、 ブ ラ ウ ン案 に強 く反 発

した(Guardian,9November1995;Bower2005:170)Qこ う した 批 判 が

あ った に もか か わ らず ブ レア は ブ ラ ウ ンの 政 策 案 を支 持 し、 懲 罰 要 件 はN

DPと 一 体 とな って 採 用 され る こ と と な った。

1996年4月20日 、 ブ ラ ウ ンは、 週10.8ポ ン ド相 当 の 児 童 手 当 の う ち、16
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18歳 を 対 象 に した 手 当(週 一 律10.80ポ ン ド、 対 象110万 人)に 資 力調 査

を導 入 し、 そ の結 果 と して 生 じ る7億 ポ ン ド相 当 の余 剰 分 を 貧 困 層 の就 学

児 童 へ の 資 力 調 査 付 補 助 金 に 切 り替 え る こ と を 発 表 した(Observer,21

Apri11996;Routledge1998:231)。 発 表 に 先 立 っ て ブ ラ ウ ン は、 キ ャ ン

ベ ル、C.ス ミス、 マ ニ フ ェ ス ト執 筆 責 任 者 の ク ック と い っ た、 しか るべ き

担 当 者 に た い して さ え も事 前 の 協 議 を 一 切 行 わ な か っ た(Bower2005:

170)。 ブ ラ ウ ンが 独 断 で 行 った この 方 針 転 換 に た い して影 の 内 閣 か ら は強

い抵 抗 が 示 され た。 ク ッ ク は、 「最 も脆 弱 な 立 場 に い る者 こ そ が 、 将 来 の

労 働 党 政 権 の 最 優 先 課 題 と な る。 労 働 党 は 貧 しき者 の た め に声 を発 しな け

れ ば な ら い 」 と言 及 し、 ブ ラ ウ ンの 方 針 転 換 を 非 難 した(Observer,21

Apri/1996)。 しか しな が ら、 ブ ラ ウ ンが 公 表 した政 策 案 は修 正 さ れ る こ

と な く そ の ま ま 『マ ニ フ ェ ス トへ の 道 』 に盛 り込 ま れ た(LabourParty

1996a;Bower2005:170)o

こ う して 「マ ニ フ ェ ス トへ の道 』 は、 ワー ク フ ェ ア の 要 素 が 強 調 され た

就 労 支 援 策 と、 普 遍 主 義 を排 除 した 公 的 給 付 を 社 会 福 祉 改 革 の 基 本 方 針 と

して 盛 り込 み 、1996年7月2日 にNECで 可 決 さ れ 、 党 大 会 へ と送 られ た。

影 の社 会 保 障 大 臣 で あ り なが ら 自 らの 意 向 を 政 策 に反 映 す る こ とが 出 来 な

か ったCス ミス は、 名 指 し は避 け た もの の 、 「選 挙 戦 略 ば か りを 優 先 させ

る」 ブ レア と、 ワー ク フ ェ ア型 の 福 祉 政 策 に偏 り、 「社 会 的 排 除 の 問題 に

正 面 か ら取 り組 ま な い 」 ブ ラ ウ ンと を公 の 場 で 論 難 した のだ った(-Fabian

Review,Aug/Sept1996:19)150

4-2.上 位 下 達 の 仕 組 み

ブ レ ア と側 近 の 広 報 担 当 者 た ち は、 「マ ニ フ ェ ス トへ の道 」 がNECで 可

決 さ れ る こ と を予 め 見 越 して 、7月4日 か ら 「ラ デ ィカ ル な中 道 と して の

ニ ュ ー ・レ イバ ー」 を 謳 っ た キ ャ ンペ ー ン活 動 を開 始 す る準 備 を進 め て い

た(CampbellandStott2007:126)。 っ ま り、NECに お け る採 決 は、 も

はや 自動 的 に行 わ れ る も ので あ って 、 そ こで 何 らか の修 正 が 加 え られ る こ

と は一 切 想 定 さ れ て い な か った こ とが 分 か る。 こ の 時点 で ブ レア ら首 脳 部

が 目標 に据 え て い た の は 、 『マ ニ フ ェ ス トへ の 道 』 を党 大 会 の 圧 倒 的賛 成

15C.ス ミスはその後 影の社会保 障担当大 臣の ポ ジションを外 され、影 の保 健大

臣へ と移 された。
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多 数 で採 決 させ る こ と、 そ して マ ニ フ ェ ス トの 基 本 構 想 を 有 権 者 に 周知 す

る こ とで あ っ た。

そ の た め に は 党 内 の統 率 を い っ そ う高 め る こ と が 求 め られ た。PLPに

た い して は、 院 内 幹 事 長 デ ュ ワ ー(DonaldDewar)が 統 率 を行 い、CLP

(と くに個 人 党 員)と 労 働 組 合 に た い して は、 党 書 記 長 の ソ ー ヤ が 働 き掛

け を行 った 。 最 近 公 開 され た党 内 文 書 か ら明 らか に な った の は、 マ ニ フ ェ

ス トの広 報 活 動 を1996年6月 に全 国 で 展 開 させ る た め に 、 選 挙 対 策 本部 、

党 首 室 、 党 本 部 が 密 接 に連 携 し合 い準 備 を進 め て い た こ とで あ る。

た と え ば 同 年4月 に は 、 選 挙 対 策 本 部 の 重 点 選 挙 区 担 当 マ ク ドナ

(MargaretMcDonagh)は 、 マ ニ フ ェ ス トの 「事 前 」 キ ャ ンペ ー ンの 始

動 時 期(6月)、 ダイ レク ト ・メ ー ル の 送 付 、 党 首 の全 国 遊 説(6月 ～9

月)に か ん す る計 画 案 を党 本 部 に 送 って い た16。 ま た、 ブ レア に近 い立 場

の 党 職 員 で あ っ た ウ ィル ソ ン(PhilWilson)は 、4月23日 付 の 書 簡 で 、

37万 人 の 党 員 に た い す る(党 大 会 で の)投 票 促 進 運 動 や 党 員 増 強 運 動 の 素

案 を 記 して い た17。 この 書 簡 の 宛 名 は、 党 書 記 長 補 佐 の ク ラ ダ ス(Jon

Cruddas)と 党 首 室 の 渉 外 部 門 の 責 任 者 で あ った(と くに労 働 組 合 との 調

整 役)モ ー ガ ン(Sal/yMorgan)で あ る]8。

この よ う に綿 密 に準 備 され た キ ャ ンペ ー ン計 画 に基 づ い て 、 ソー ヤ は6

月11日 付 で 全 国 のCLPに 広 報 活 動 と リク ル ー トメ ン トに か ん す る通 達 を

送 った。 以 下 に そ の抜 粋 を紹 介 す る19。

・ブ レア が 「マ ニ フ ェス トへ の道 』 を メ デ ィ ア に発 表 す る7月4日 以 降 、

最 初 の 週 末 に選 挙 区 内 の繁 華 街 で 党 本 部 が作 成 したパ ン フ レ ッ トと党 員

募 集 用 紙 を 配 布 し、 宣 伝 と リクル ー トメ ン トを行 う こ と(一 日に っ き5

名 の新 規 党 員 獲 得 を 目標 と す る)。

・ 「マ ニ フ ェ ス トの道 」 を も とに 党 本 部 が 作 成 した政 策 リス トを活 用 して 、

党 員 の 教 育 、 討 論 会 、 個 別 訪 問 を 行 う こ と。

・党 本 部 が 支 給 す る広 報 キ ャ ンペ ー ン ・キ ッ トを用 い て 、 街 頭 活 動 ば か り

で な く、 地 元 の メ デ ィ ア に も働 きか け る こ と。

16MargaretMcDonaghか らConferenceGroupに 宛 て られ た1996年4月25日 付

メモ。LabourHistoryArchiveStudyCentre,Manchester,

17ウ ィル ソ ンは、2007年 の ブ レ ア の議 員辞 職 後 、 セ ッ ジ フ ィー ル ド選 挙 区 選 出

の 後 継 議 員 とな る。
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・重 点 選 挙 区 で は、 政 策 案 を要 約 した パ ン フ レ ッ トの100万 部 配 布 を 目標

と す る こ と。

ソ ー ヤ の 通 達 か ら は、CLPに た い して党 本 部 の方 針 を 忠 実 に 実 行 す る

こ と が要 請 され 、 そ れ に よ って キ ャ ンペ ー ンを 統 率 しよ う と して い た こ と

が 分 か る。 ソ ー ヤ は労 働 組 合 の代 表 に た い して も、 党 大 会 で の 『マ ニ フ ェ

ス トへ の 道 』 の決 議 に 参 加 す るよ う に組 合 員 に促 す 旨 を 記 した書 簡 を送 っ

た。 彼 の書 簡 で は 、組 合 員 の賛 成 票 が 将 来 の労 働 党 政 権 樹 立 に む け た選 挙

キ ャ ンペ ー ンを勢 い づ け る うえ で きわ め て大 き な力 に な る こ とが 強 調 され

た2D。

な お、 この 投 票 で は、1995年4月 の 党 憲 章 の 改 定(国 有 化 条 項 の 改 定)

に さ い して導 入 さ れ た方 式 が 採 用 され 、 投 票 者 に は 『マ ニ フ ェ ス トへ の 道 」

の 賛 否 の み が 問 わ れ、 政 策 案 の細 目 にっ い て判 断 を下 す こ と は求 め られ な

か った。

だ が、 先 述 の とお り、 団 体 に帰 属 しな い個 人 党 員 の票 を ま と め あ げ る こ

と は容 易 で は な か った 。1996年 の 「マ ニ フ ェス トへ の道 』 の 採 択 に さ い し

て 党 本 部 は、 党 員 へ の ダ イ レ ク ト ・メ ー ル や電 話 を通 じて 投 票 を促 し、 よ

うや く61パ ー セ ン トの 投 票 率 を確 保 した の で あ っ た。 膨 大 な労 力 を投 じた

18`TheRoadtotheManifesto',PhilWilsonか らJonCruddas,SallyMorgan

に1996年4月23日 付 書 簡。LabourHistoryArchiveStudyCentre,Manches-

ter所 蔵 。 ウ ィル ソ ン は、 「総 選 挙 コ ー デ ィ ネ ー タ ーJの ワ トス ン(Tom

Watson)か ら、4月17日 付 で 、 マ ニ フ ェ ス ト草 稿 キ ャ ンペ ー ン にか ん す る

「い くっ か の ア イ デ ィ ア」 を 記 した書 簡 を受 け取 って い る。 ワ トス ンの 書 簡 は、

ク ラ ダ ス、 モ ー ガ ン ら に も宛 て られ お り、 ウ ィル ソ ンの23日 付 の 書 簡 は 、 ワ

トス ンの ア イ デ ィ ア に た い す る対 応 で あ った と 推 察 さ れ る。'Roadtothe

Manifesto',GeneralElectionCo-Ordination,TomWatsonか ら、 次 の 諸 氏

へ 宛 て た書 簡 。JonCruddas,PeterColeman[引 用 者 注:党 本 部 ・党 組 織 担

当],SallyMorgan,PhilWilson,DavidMiliband,PatMcfadden[引 用 者

注:党 首 室 ・国 家 構 造 担 当秘 書],PaulSimpson[引 用 者 注:労 働 党若 年 部 門],

MathewTaylor[選 対 本部 ・政 策 担 当 筆 頭],JoeIrving.LabourHistoryAr-

chiveStudyCentre,Manchester.

19TomSawyerか ら、 地 域 責 任 者 へ の1996年6月11日 付 書 簡 。TomSawyerか ら

全 選 挙 区労 働 党 責 任 者 、 及 び、 ヴ ォ ラ ン タ リ ・エ ー ジ ェ ン トへ の 書 簡(文 中

の 表 記 か ら7月4日 以前 で あ る こ とが 推 察 さ れ るが 、 日付 は不 明)。 いず れ も

LabourHistoryArchiveStudyCentre,Manchester.

74-127 (66)



△
冊

一三
口 説

党 内 キ ャ ンペ ー ン は功 を奏 し、 『マ ニ フェ ス トへ の 道」 は全 投 票 者 の95パ ー

セ ン トか ら 「YES」 票 を 得 て 可 決 され た 。 本 節 で み た よ う に、PLP首 脳

部 は、 マ ニ フ ェ ス トの 原 案 の採 決 そ の もの を、 選 挙 キ ャ ンペ ー ンの一 環 と

捉 え 、 院 外 組 織 が そ の 内 容 に異 論 を 唱 え る こ と な く首 脳 部 の 方 針 ど お り に

キ ャ ンペ ー ンの一 端 を 担 う こ とを も は や与 件 と して い た。 そ れ は、 ブ レア

の い う 「一 貫 性 」 を下 部 組 織 の末 端 に ま で行 き渡 らせ る緻 密 か っ 周 到 な 動

員 戦 略 で あ っ た とい え よ う。

4-3.マ ニ フ ェ ス ト策 定 の 最 終 局 面 再 分 配 政 策 を め ぐ る 攻 防

党 大 会 で 大 過 な く可 決 され た 「マ ニ フ ェ ス トへ の道 」 で あ っ た が、 そ こ

で は あ る決 定 的 な争 点 が 回 避 さ れ て い た。 累 進 課 税 の導 入 の 是 非 に か ん す

る方 針 で あ る。 この点 は、 議 会 労 働 党 首 脳 部 の 間 で の論 争 と い うよ り も、

もは や ブ レア と ブ ラ ウ ン とい う二 者 間 に お け る攻 防 と な って い た(Jones

1997:75)0

ブ ラ ウ ン は、 普 遍 主 義 に も とつ く福 祉 か ら は距 離 を お い た も の の、 福 祉

改 革 と一 体 と な った税 制 改 革 に か ん して は 、垂 直 的 再 分 配 を 可 能 に す る累

進 課 税 の 復 活 を主 張 して い た。 そ れ は具 体 的 に は、 高 額 所 得 者 を対 象 と し

た所 得 税 の 最 高 税 率 を 現 行 の40パ ー セ ン トか ら50パ ー セ ン トに ま で 引 き上

げ る こ とで あ っ た(Routledge1998:235;Bower2004:189;Jones1997:

75,98;Ashdown2000:485-487)21。 これ に た い して ブ レア とそ の周 辺 は、

ブ ラ ウ ンの 税 制 案 は選 挙 戦 略 上 きわ め て リス ク の高 い もの だ と して難 色 を

示 した 。 両 者 間 の調 整 は難 航 し、 「マ ニ フ ェ ス トへ の道 」 に具 体 的 な数 値

は明 記 さ れ な か った。

党 大 会 に先 立 って、 ブ レア と ブ ラ ウ ンは、 そ れ ぞ れ が異 な る税 制 構 想 を

発 表 して い た。1996年9月 、 ブ レ ア はBBCの イ ン タ ヴ ュ ー に 応 え て 、 将

来 の労 働 党 政 権 で は、1)現 行 の 最 高 税 率 を据 え 置 く こ と、2)最 低 税 率

を10パ ー セ ン トま で 引 き下 げ る と発 言 した(Jones1997:75-77)。 これ に

20ソ ー ヤ か ら各 労 働 組 合 の 代 表 へ の 書 簡 の 草 稿(1996年7月18日 付)。Labour

HistoryArchiveStudyCentre,Manchester.

21BBCの 政 治 担 当 記 者 と して 労 働 党 の 選 挙 戦 を 取 材 した ジ ョー ンズ(Nicholas

Jones)や ブ ラ ウ ンの バ イ オ グ ラ フ ァー の キ ー ガ ン(WilliamKeegan)が 証

言 す る よ う に、 ブ ラ ウ ン は 累 進 課 税 こ そ が 公 正 さ を 担 保 す る と考 え て い た

(Jones1997:73-111;Keegan2004:139-49)0
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た い して ブ ラ ウ ンは、 ブ レア の イ ンタ ヴ ュ ー の 直 後 に、 タ イ ム ズ紙 の 記 者

に た い して 、 年 間 所 得10万 ポ ン ドの 富 裕 層 に対 す る所 得 税 率 を50パ ー セ ン

トま で 引 き 上 げ る構 想 が あ る こ と を オ フ レコ で 伝 え た(Times,29Sep-

tember1996)0

この 時 点 で ブ レア と ブ ラ ウ ンの 間 の 税 制 に対 す る見 解 の 相 違 は メ デ ィ ア

の 知 る と こ ろ と な った が 、1996年 党 大 会 で は、 ブ ラウ ンは 累 進 課 税 に か ん

す る言 及 を 避 け、 この 争 点 が 表 面 化 す る こ と は なか った。 党 大 会 後 、 ブ レ

ア は この 問 題 を早 急 に 決 着 さ せ る必 要 に迫 られ て い た。1997年1月 に 党 と

して の経 済 政 策 の 公式 発 表 が 予 定 され て い た か らで あ る。 最 後 ま で積 み 残

され た税 制 案 の調 整 は、 ブ レア と ブ ラ ウ ン とそ の側 近 の な か で の み進 め ら

れ た(CampbellandStott2007:145)。

1997年1月5日 、 ブ ラ ウ ン とボ ール ズ は ブ レア と協 議 を 行 い、 年 間所 得

10万 ポ ン ド以 上 の高 額 所 得 層 を対 象 に した税 制 案 を採 用 す べ き だ と迫 っ た。

ブ レア は 、 ブ ラ ウ ンの 税 制 案 は選 挙 キ ャ ンペ ー ンに悪 影 響 を もた らす も の

だ と して 、 現 行 税 率 の 維 持 に こだ わ っ た。 これ に た い して ブ ラ ウ ン は、 有

権 者 の7割 近 くが 公共 サ ー ビス の 充 実 を 目 的 と した増 税 に 賛 成 して い る こ

と を示 し、 彼 の税 制 案 の 正 当 性 を 強 調 した。 しか し、 ブ レ ア は、 選 挙 対 策

本 部 が独 自 に行 った調 査 結 果 か ら は、 正 反 対 の 結 果 が 出 て い る こ とを理 由

に、 ブ ラ ウ ンの 主 張 を退 け た(Gould1998:289;Blair2010:116)。 ブ レ

ア の基 本 的 な 方 針 は、 マ ニ フ ェス トで は あ く まで も保 守 党 政 権 下 で設 定 さ

れ た 所 得 税 率 に 変 更 を 加 え な い こ と、 っ ま り、 「変 化 な き政 策policyof

nQ-change」 とす る こ とで あ っ た。 こ の ブ レア の方 針 が 最 終 的 に マ ニ フ ェ

ス トを 貫 く も の とな り、 ブ ラ ウ ンの 累 進 課 税 案 は除 外 さ れ た(Financial

Times,9January1997;Campbe//andStott2007:145-147;Keegan

2002:148)0

この よ う に、 労 働 党 は1996年 の マ ニ フ ェ ス トの形 成 段 階 で 、 急 速 に そ の

政 策 的立 場 を 転 換 さ せ て い った。 排 他 的 な審 議 シ ス テ ム の なか で、 党 の 政

策 の基 本 方 針 を最 終 的 に決 定 した の は、 も はや ブ レア とそ の 周 辺 と ブ ラ ウ

ンの み で あ り、 総 選 挙 直 前 に は、 ブ レア の 意 向 が 最 も 強 く反 映 さ れ た。

1996年 か ら1997年 初 頭 にか け て二 者 が 主 導 す る政 策 的 の判 断 が 、 そ れ以 外

の 選 択 肢 を 圧 倒 して党 の 政 策 とな る こ とを可 能 に した の は 、 上 述 した権 力

資 源 と党 組 織 改 革 の 背 景 に した 議 会 党 内 に お け る統 制 、NECの 機 能 の 形

骸 化 、党 大 会 の決 議 方 法 の 変 更 、「使 者 」 と して のCLP、 そ して 、個 人 党 員
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と個々の労働組合員にたいす る党本部か らの間断なき働 きかけであった。

5.お わ り に

本稿で検証 したように、労働党の場合、党首が党の抜本的な自己再規定

に意欲を示 したとしても、その実現可能性 は、党内要因によって左右され

た。 ブレアが意図 した改革は、 ほぼ10年 にわたって積み上げられた党の組

織改革があって初めて可能になった。ブレアがとりわけ個人党員の増強の

ために膨大なコス トを惜 しむ ことな く費やしたのは、それが、党大会の決

議方法の変更、CLPを 構成する党員の質の変化 といった、PLP首 脳部 に

よる徹底 した中央集権的党運営を実現する条件を獲得するうえで不可欠で

あったからにほかならない。

他方 において、PLP内 の多数派 によって 「改革」 にたいして合意が成

立 したとしても、その改革の方向性(っ まり 「ラディカル」の意味すると

ころ)に は複数の含意があり、 したが って、党の政策上の立場を確定する

ことにはな らなかった。PLPの 統率を保っことができるか否かは、党首

室が動員 し得る資源の多寡によっても当然に左右される。1994年 から97年

にかけてのPLP首 脳部の場合 は、独 自の裁量で活用で きる資金、官僚か

らの情報、世論の圧倒的な支持、膨大な新規個人党員の支持、選挙対策本

部による世論調査 といった複数の要因に、 ブレア個人の資質が加わってそ

れが可能 になったといえよう。

こうした条件 を備えたうえで、党改革の基本方針を決定す る協議が、

PLP内 や院外組織 との調整を経 ることなしに首脳部の限 られたメ ンバー

のなかで行われた結果、労働党はきわめて短期間のうちに党の政策的立場

を中道へと変化させた。 しか も、 ブレア労働党の場合は、マニフェス トの

最終案の決定間際まで、分配的正義をめぐって論争が持ち越されたことが

政権交代後の政策展開の在 り方をも左右 した。っまり、それを支持 したブ

ラウンは、経済政策全般に影響力を行使 し、労働党政権下では、いわゆる

「水面下の再分配」という政治 を経験することになる。 ブラウンは、巧妙

な手法を用いて実効1生のある再分配を しばらくは表に出さずに遂行 した。

っまり、PLP首 脳部 における政策的立場の違いは、政策上の多様性 とし

て政権下の政策に振幅を もたらしたといえよう。 このように野党改革 は、

リーダーがおかれた条件によってその性質 は大きく作用 されるがゆえに、

組織構造上の条件に目をむける必要があるだろう。
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